
制度化された小規模多機能型居宅介護と  

その実減  

宅老所・グループホーム全国ネットワーク  

代表世話人 川原秀夫  

制度化された小規模多機能型居宅介護の  
イメージ  

・小規模多機能型居宅介護の位置づけ  

・これからの介護サービスの像  

軽度 介護予防  

中・重度 小規模多機能型居宅介護  

・「施設の在宅」版  

居室が自宅や集合住宅に変わっただけ  

サービスは拠点から提供  
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これからの介善サービス件系 r2015和書脚介軌  
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ロロ生活の継続性竜郷持し、可能な限り在宅で暮らすことを目指すロロ  

「小規模多機能」の意味  

・小規模多機能型居宅介護≠デイ＋ホームヘルプ＋ショート  

・制度化された小規模多機能型居宅介護は、自宅での暮らし   
を支えるための新たな仕組みであり、あくまで自宅（移り住ん   
だ住まいを含む）での24時間365日の暮らしを支えるもの。  

・軽度から重度まで在宅生活継続のための支援である  

「多機能」と「複合」イ併設」との意味の違い  

こ沿って「在宅生活継続の  ニーズ  

ス
 

用
 
 

→「一人一人の利  」
卜
 
 
 

つの拠点」から「一体的  」を  

錮  ■のが   
ため必要な多様な  

「多機能」の意味。  連続的に提供」する  

→多機能性を支えるサービス拠点内部のケアマネジメント機  
能の充実が不可欠  
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小規模多機能はどうして生まれたか  

・地域密着りJ、規模暮多機能   

出雲のことぶき園 槻谷和夫氏1987  

・宅老所皐りあい下村恵美子氏1991  

・栃木のぞみホーム 奥山久美子氏1993  

・地域の中で、一人ひとりに合わせて  

・ひとりの人を支えることから始まった  

・支える中で必要に応じて機能を持っていっ   

た  
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小規模多機能型居宅介護  

基本的な考え方：「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を  

組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援する。   

利用者の自宅  併設事業所で   

「居住」  
小規模多機能型居宅介護事業所   

＋ （併設）  

「居住」  

○グループホーム  

○小規模な介護専用型  
の蜂起施設  

Gか規模介護老人福祉  
施設（サテライト特養等）  

0有床診療所等  

在籍生活の真鶴  

地域に開かれた透明な運営  

サービス水準・職員の資質の確保  

O「通い」の利用者15名程度  

01事業所の登録者は25名程度  

O「泊まり」は「通い」の利用者に限定  

O「泊まり」の利用は5名までを基本  

○どのサービスを利用しても、なじみ  

の職員によるサービスが受けられる。  

管理者筆の研修  

外部評価」情報開示  
○小規模多機能型居宅  
介護事業所と連続的、  
一体的にサービス提供  

○職員の兼務を可能に。   地域の他のケア資源や  

地域包括支援センター  

との連携  
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小規模多機能型居宅介護の対象者  

・24時間を想定したサービスが必要な人  

・これまでの単品サービスで可能な人ではない  

・施設や病院に入所・入院していた方  

・認知症高齢者を基本、しかし認知症の方以外も可  

・通いでは軽度からの利用  

．しかし24時間のケアが必要になるのは重度の方  

．小規模多機能型居宅介護が主に支えるのは中・重度の方  
・特に継続した「泊まり」は、多くはこれまでであれば施設入   

居となる重度の方  
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小規模多機能の実践   
～通い・泊まり・訪問の プロセス～  

・通い （デイ、日中ケア）  
・泊まり（ショート、夜間ケア）  
・出向いて（ホームヘルプ、訪問）  
・（住む：併設グループホームや居住）  

・しかし、自宅から切り離されるのではない  
・自宅での生活そのものを継続   

自宅での一晩の泊まりもできなくなれば、   
昼間だけでもスタッフと共に自宅で過ごす。  
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（例）きなっせの利用状況  

・利用者18名（登録定員 最大25名）  
・通い 毎日12名程度（定員15名）  

・泊まり 毎日7～8名  

現在の長期の泊まり 5名  
／J 短期の泊まり 1名  

・訪問 通いの方へ 4名  
送迎時の前後、夜間対応  

・要介護度Il名   Ⅱ 1名 Ⅲ 5名  
Ⅳ 6名   V 5名  
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小規模多機能の各機能  

・通い とは、   

これまでのデイサービス？  

・訪問 とは、   
これまでのホームヘルプ？  

・泊まり とは、   

これまでのショートステイ？  
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暮らしを支える 通い  

・その人らしい暮らしを、一人一人に合わせ   
て  

・その人の暮らしそのものに注目  

・通い だから特別なことを行うのではない  

・障害や認知症がなかったらどんな暮らしを   

送っておられるのか  

・その暮らしで、今本人が望むことを援助す   
る  

・利用者本位一利用者が主人公  
－10－  

通い の意味  

．一人一人の、その日、そのときのニーズに   
応えること  

・これは、 小規模でなければ見えないし、対   
応できない土と  

（小さな単位であること）  

・個別の状況と全体の雰囲気、集団の力の   
活用  
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宅介護の  

小規模多機能型居  

ケアマネジメント（本来のケアマネージメント）  

●もともと介護保険で目指されていたもの  

・その人に必要なケア（サービス）を   

地域の資源を活用し、   

場合によっては創り出し、   
結びつけ、   

支援すること  
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地域密着の取り組み 例  
～いつでんどこでんの目指していること～  

・地域の中で  

inthecomumity  

・地域の人による   

bythecomumity  

・地域のための   

for the comumity 

・小規模多機能   

だれもが安心して暮らすことを支える拠点  
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いつでんどこでん の   

地域のネットワークづくり  

・市町村の地域福祉計画の実践とタイアップ  

（開設時には計画が策定されていた）  

．ワークショップの開催を基礎に  
・運営推進会議の確立   

ゆるやかなネットワークを組織的なものに  

．小規模機能型居宅介護は、サービスを抱え込まな   
い。周りからも手が出せる＝協力できる関係づくりを   
目指している。  
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いつでんどこでんのアプローチ   



地域で暮らすことを支える  

ネットワーク  
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運営推進会議」也域とのパイプ役  

運営推進会議  
小規模・  多機能  

・地域の方々の  

運営への参加  

小規模・多機能  

サービス拠点が  

閉鎖的にならないための  

仕組み  

サービス拠点  

地域  

（生活圏域）  
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運営推進会議のメンバー  

・小学校区内の住民  

老人会  
；ムA  
′口コミ  自   

・民生児童委員  

・市社会福祉協議会  

・ボランティア団体  

・包括支援センター  

・利用者  

・家族  

・行政 市  

・事業者  
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その日その時の  

柔軟で適切な対応   

在宅で暮らし続けられる支援こそが大切  

小規模多機能の生命線は、  
その日の、そのときの状態に、適切に柔軟に対応できること  
⇒送迎時に家族の顔を見て泊まりをすすめることなど  

小規模多機能の内なるマネージメント。  
cMと実践が直結し、随時変更、今必要な支援を適切に入れることで支えるもの0  
現在のいわゆる介護保険サービスの限度額調整のケアマネージメントとは違う。   

可能な限り自宅あるいは地域の中で暮らし続けられるような働きかけ  

⇒隣の知人に見守りをお願いすることなど   

ソーシャルワークといったほうが適切かもしれない  

それはひとりひとりの個性に合わせ丁寧に  

関係づくりを行ってできること  
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小規模多機能型居宅介護とは  

・どんなにすばらしい宅老所やグループホームでも本人の願いからは遠い  

・地域密着  

・住民のニーズを計画化した地域福祉計画・支援計画とのタイアップも場   

合によっては必要  

そのケアとは、  

・認知症の人でもその人らしく暮らせること   

認知症ケア  

・地域の中で普通に暮らすこと   

コミュニティ（地域）ケア   

可能性としての共生ケア  

・この縦糸と横糸を丁寧にねばり強く紡いでいくこと（マネジメント）  

・自ら折り合いを付けて暮らし続けることを支えるケア  
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